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資料1

(平成31年3月12日一部変更）

（令和元年5月22日一部変更）
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第2判事・判事補の各段階に応じて参加できる研究会等

1 左陪席クラス（未特例判事補） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2右陪席クラス（特例判事補・判事） ・ ・ ・ ・ ・ ・

3裁判長クラス（判事） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4高裁に所属する裁判官・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。

４
４
４
５
６
７
７
７
８
８
９

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● の

● ● ● ■ ● ①

● ● ● ● ● ●

● ● p ● ●, ■

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●｡ ● ● 、

● ● ● ● ● ●

１
３

１
１

。
●

●
８

０
●

◆
●

●
●

【資料編】

資料1 合同研修（種類別）

資料2合同研修（時系列）

資料3令和元年度裁判官研修実施計画カレンダー

※末尾に，令和元年度裁判官研修のイメージ（図）を添付しています。



本害面の使い方

1 はじめに

(1) .社会の変化に応じて紛争解決の困難性が高まる中で， 「裁判の質」を確保す

るためには， 「広い視野を持ち， 自ら考えて事案の本質を深く洞察する力」が

一層重視されるようになったといえます。

そして） 「裁判の質」を確保するためには， このような広い視野や深い洞察

という判断の質を支える部分のみならず，組織，部全体として事件処理に関わ

るという考えの下,組織や部を活性化し，合議体による充実した合議が行われ，

書記官や家裁調査官等の一般職員との十全な連携が行われることもまた不可欠

です。

裁判官が，求められる資質･能力を習得し，その力量を向上させていくため

にば上記のような点を意識しつつ,旧々の事件処理に対する真蟄な取組を積

み重ねること，各自が目標とする裁判官像を描きつつ, 自らの資質・能力の向

上を目指して，主体的・自律的に不断の自己研さんに励むことが必要です。

司法研修所において実施する合同研修は， このような裁判官の自己研さんを

支援する．ことを主たる目的としています。

そのような観点から， 自己研さんの支援を目的とする研修に参加することが

自らの能力等の向上につながることを意識して，応募型の研修については積極

的に応募するようにしてください（もとより，応募に当たっては，担当職務の

状況等も踏まえるようにしてください。 ） 。

（2）裁判官の合同研修は， 「判事・判事補の研修」と 「簡易裁判所判事の研修」

に分けられており， 「判事・判事補の研修」については,①裁判柔（事件の分

野別の研修) ，②導入系（新たな職務等に就いた際の研修) 、③基盤系（一般

的資質・能力を酒養するための研修）の3系統に， 「簡易裁判所判事の研修」

については，①裁判系，②導入系の2系統に整理されています。

それぞれの系統別の研究会に関する詳しい説明については，後記の説明編の

該当部分を御覧ください。

2本書面の使い方

本書面は，説明編と資料編に分かれています。
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(1)説明編では，第1で合同研修の全体像について説明し，第2で判事･判事補

の合同研修について，左陪席クラス（未特例判事補） ，右陪席クラス（特例判

事補，判事） ，裁判長クラス（判事）の段階ごとに参加できる研究会を整理し

て記載しています。

第1では，合同研修の位置付けが確認できます。第2では，裁判官各自に関

係する箇所等を参照することにより，①必ず参加しなければならない研究会は

あるか，②応募できる研究会は何かなどが確認できます。各クラスは，一審を

念頭に置いたものであり，高裁に所属する裁判官は， 自己の年次等を踏まえて

関係する箇所等を参照してください6

なお，本書面に記載した参加対象者等は，現段階における一応の目安です。

具体的な応募条件等については，研究会実施の4か月前を目処に高等裁判所を

通じて参加者を募集する際に改めてお知らせしますので，応募に当たってはそ

の際に配布される資料を確認してください。

(2)資料編では, ､各研究会について，種類別及び時系列で整理した表を載せてお

り （資料1 ， 2） ， ､各研究会の詳しい内容や，応募型の研修かどうかなどが確

認できます。また，カレンダー（資料3）は期日簿に挟むなどして，適宜参照

してください｡

ｰ

｡

3



第1 合同研條の全体像

1 判事・判事補の合同研修
印

(C判事｡判事補の合同研修を,①裁判系,②導入系,③基盤系のs系統に
整理しています。

①裁判系（事件の分野別の研修〉

②導入系（新たな職務等に就いた際の研修）

③基盤系（一般的資質。能力を酒誌するための研修）
ノ

k_ノ

| （')裁判系一」（1）裁判系

裁判系の研究会は裁判事務に関する応募型の研修です。

研究会の主たる対象者に応じて，民裏刑事及び家裁の事件分野ごとに， 、

①基礎研究会（左陪席クラスを主たる対象とするもの）

②基本研究会（右陪席クラスを主たる対象とするもの）

③実務研究会（裁判長。右陪席クラスを主たる対象とするもの）

④専門研究会（テーマを定めて実施し，特定のテーマについて研究“討議する

のに適した裁判官を主たる対象とするもの）

の4類型の研究会を実施しますので，応募する際の目安にしてください。

（ 零蕊壽 1
基礎研究会

（左陪勵

‐ 一、〆
｛

--ひ

｛ 簔瀦1
基本研究会

（右陪席）
専闘研究会

（テーマ）

ぎひ

{喧讓雪議長)1
実務研究会

(右陪席・裁判長）
ノ、ミ

事件分野ごとの基礎。基本。実務。専門の各研究会については，資料編末尾の

令和元年度裁判官研修のイメージ（図）も参照して<･ださい。
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｢'三~壽雇－コ
導入系の研究会は，以下のとおり，一定の年次に達したときや，新たなポスト

に就いたり》一定の役割を担うようになった際の導入を目的とする研修であり，

年次・ポストによる研究会は，原則として，対象者の全員が参加する指名型の研

修です。

①年次（－定の年次に達した際に行うもの）

例）新任判事補研修，判事補基礎研究会，判事任官者研究会

②ポスト（特定のポストに就任した際に行うもの）

例）支部長研究会，新任部総括裁判官研究会，実務協溌会

③役割(一定の役割が期待される立場にある者を対象として行うもの）

例）中堅判事研究会，部総括裁判官実務研究会

具体的には，経験年数等に応じ，次の図に記載した各研究会に参加することに

なりますが， この他に，支部長．(支部長研究会） ，法科大学院への派遣教員（法

律実務教育研究会）等，特定のポストに就いたり，役割を担うようになった裁判

官を対象とする研究会があります。

『

新任判事補研修（任官直後・了2期）

｣L
、／

判事補基礎研究会(S年目・eg期）

｣1
、／

判事任官者研究会（11年目。62期）

ｎ
Ｖ

中堅判事研究会（応嘉型。概ね54"､'5劃鋤

｣－1
、／

新任部総括裁判官研究会〔新たに部総括になった者）
「
Ｌ
／

ｊ
、

部総括裁判官実務研究会（応募型・就任後一定期間経過した割
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|(3)基盤系」（3）基盤系

基盤系の研究会は，法律分野そのものではなく，その背景となる社会，経済や

隣接領域である自然科学等に関する知見を得て2．視野を広め，あるいは思考を深

めることを通じ，一般的資質・能力を高めるきっかけとするための応募型の研修

です。

このうち,"59期から68期までの若手裁判官を対象とする基盤系の研究会(知

的基盤）は,裁判に関連する周辺諸科学･(※）についての基礎的知見の修得を支

援するものとして〉判事以上（ただし，テーマによづては特例判事補も対象に含

む。）を対象とする基盤系の研究会（裁判基盤）は，裁判との関わりがある現代

社会における重要課題を多角的観点から掘り下げていくものとしで実施します。

一一一一

※知的基盤において取り上げるテーマ

裁判に関連する周辺諸科学である，①財務。会計，②経済学・経済情勢，③統

計。データ分析，④心理学・行動科学，⑤科学哲学・科学の方法論等をテーマと

して順次取り上げていく予定です｡

令和元年度には，①財務，会計，③統計・データ分析を取り上げる予定です。
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2簡易裁判所判事の合同研修
の

1②鰯駕墓鰯霧｣とい乱'①合同研修は①裁判ゞ ’
軍

| （')裁判系」
一定年数以上の経験を有する者について，訴訟運営や個別テーマの理解の深化

を支援する研修（応募型）です。

（1）裁判系

、

| (2)導入系」（2）導入系

一定の年次に達した時の職務への導入のための研修(対象者全員が参加）です。
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第2判事･判事補の各段階に応じて参加できる研究会等

判事・判事補を対象とする研究会について，左陪席クラス（未特例判

事補） ，右陪席クラス（特例判事補,判事) ，裁判長クラス（判事）の

各段階に応じて参加することができる研究会等を整理しています（【 】

内の数字は，資料1における番号を示しています。 ） 。

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

応蔚薫1
0基礎研究会

IT基礎研究会【1】

医療基礎研究会【2】 ・

行政基礎研究会【3】 （行政・民事事件担当者）

知的財産権基礎研究会【4】 （69期以上）

○基本研究会

（家裁分野）

少年基本研究会【1 1】 （少年事件担当者）

○専門研究会

（民事分野）

民事通常専門研究会2 （合繊充実） 【21】 （民事事件担当者）

(その他）

外国司法専門研究会【32】

｢薄~又~詞
新任判事補研修【33】 （72期・対象者全員が参加）

判事補基礎研究会【34】 （69期・対象者全員が参加）

『蟇壷蕊写1
8
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基盤研究会1 （知的基盤） 【46】 （68期以上）

※統計・データ分析をテーマとして取り上げる予定

基盤研究会5 （知的基盤) [50] (68期以上）

※企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定
0

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

I

O基礎研究会

IT基礎研究会【1】 （特例判事補）

医療基礎研究会【2】 （特例判事補）

行政基礎研究会【3】 （特例判事補・行政・民事事件担当者）

知的財産権基礎研究会【4】 （特例判事補)．

○基本研究会

※当教官室では，判事補の間に，民事通常又は刑事の基本研究会のいず

れかには必ず参加し，家事又は少年の基本研究会にも積極的に参加する

ことが望ましいと考えています。

（民事分野)・

民事通常基本研究会1． ， 2【5， 6】 （57期以下)

建築基本研究会【7】 〈民事事件担当者）

。 （なお,建築実務研究会と通じて応募することができる。）

労働基本研究会【8】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働実務研究会と通じて応募することができる｡）

（刑事分野）

・刑事基本研究会【9】 （57期以下）

（家裁分野）

家事基本研究会【10] (家事事件担当者）

（
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（なお，家事専門研究会2 （面会交流）と通

じて応募することができる。 ）

少年基本研究会【1 1】 （少年事件担当者） ・

実務研究会

(民事分野）

金融・経済実務研究会1 ， 2【12， 13】 （民事事件担当者）

建築実務研究会【14】 〈民事事件担当者)

（なお,建築基本研究会と通じて応募することができる｡）

医療実務研究会【15】 （民事事件担当者）

行政実務研究会【1．6】 (行政事件担当者）

労働実務研究会【17】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働基本研究会と通じて応募することができる｡）

(刑事分野）

刑事実務研究会1 ， 2． 【18， 19】． （刑事事件担当者）

専門研究会

(民事分野）

民事通常専門研究会1 （債権法改正1) [20] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会2 （合議充実） 【21】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会3 (IT化) [22] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会4（争点整理） 【23】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会5（複雑困難訴訟） 【24】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会6 （債権法改正2） 【25】 （民事事件担当者）

(刑事分野）

刑事専門研究会3（現代刑事法の諸問題） 【28】 （刑事事件担当者）

(家裁分野）

家事専門研究会1 （後見） 【29】 （後見関係事件担当者）

家事専門研究会2 （面会交流) [30】 （面会交流事件担当者）

（なお,家事基本研究会と通じて応募することができる｡）

家事専門研究会3 （養育費・婚姻費用） 【31】

（養育費･婚姻費用に関する事件担当者）

○

イ

○
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(その他）

外国司法専門研究会【32】

{導入系｝導入系

判事任官者研究会【35】 （現行62期及び新62期・対象者全員が参加）

支部長研究会【37】 （初めて支部長とされた者。対象者全員が参加）

中堅判事研究会【41】 （概ね54期から58期ま着｡応募型)‘

家裁実務研究会【42】 （家事上席）

法律実務教育研究会1 【44】 （法科大学院に派遣されている判事又は判

事補）

法律実務教育研究会2【45】 （法科大学院に派遣されている，又ば派遣

、される判事又は判事補）

｢基盤系｝基盤系

基盤研究会1 （知的基盤） 【46】 （59期以下）

※統計。データ分析をテーマとして取り上げる予定

基盤研究会2(裁判基盤） 【47】 （判事）

※人工知能(AI)に関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会3(裁判基盤） 【48】 (特例判事補以上〉

※裁判官のワーク.ライフバランスに関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会4（裁判基盤） 【49】 （判事）

※現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り上げる予定

基盤研究会5 （知的基盤) [50] (59期以下〉

※企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定

－」3裁判長クラス（判事）

応募が可能か，又は参加が予定されている研究会等は次のとおりです。

{ 舞判系 1繁判系

11



○基本研究会

（民事分野）

建築基本研究会【7】 （民事事件担当者）

（なお，建築実務研究会と通じて応募することができる。）

労働基本研究会【8】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお,労働実務研究会と通じて応募することができる｡）

（家裁分野）

家事基本研究会【10] (家事事件担当者）

（なお，家事専門研究会2 （面会交流）と通

じて応募することができる。 ）

少年基本研究会【1 1】 （少年事件担当者）

o実務研究会

（民事分野）

金融。経済実務研究会1， 2【‘12， 13】 （民事事件担当者）

建築実務研究会【14】 （民事事件担当者）

（なお,建築基本研究会と通じて応募することができる｡）

医療実務研究会【15】 （民事事件担当者）

行政実務研究会【16】 (行政事件担当者）

労働実務研究会【17】 （労働事件又は労働審判事件担当者）

（なお，労働基本研究会と通じて応募することができる。 ）

（刑事分野）

刑事実務研究会1 ， 2【18， 19】 （刑事事件担当者）

○専門研究会

（民事分野）

民事通常専門研究会1 （債権法改正1) [20] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会2 （合議充実） 【21】 ・(民事事件担当者）

民事通常専門研究会3 (IT化) [22] (民事事件担当者）

民事通常専門研究会4（争点整理） 【23】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会5 （複雑困難訴訟) 【24】 （民事事件担当者）

民事通常専門研究会6 （債権法改正2） 【25】 （民事事件担当者）

ー
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(刑事分野）

刑事専門研究会1 （裁判員） 【26】． （新たに裁判長として裁判員裁

判を担当する者・指名制） ：

刑事専門研究会3（現代刑事法の賭問題） 【281 （刑事事件担当者）

(家裁分野）

家事専門研究会1 （後見） 【29】 （後見関係事件担当者）

家事専門研究会2 （面会交流） 【30](面会交流事件担当者〉

‐ （なお,家事基本研究会と通じて応募することができる｡）

家事専門研究会3 （養育費・婚姻費用） 【31】

（養育費･婚姻費用に関する事件担当者）

(その他）

外国司法専門研究会【32】

五
新任部総括裁判官研究会【38】 （初めて部総括判事に指名された者・

対象者全員が参加）

家裁実務研究会【42】 （家事上席） ．

部総括裁判官実務研究会【43】 （部総括就任後一定期間を経過した者・

応募型）

露蕊謹（

基盤研究会2～.4（裁判基盤） 【47～4．9】

※基盤2【47】は人工知能(AI)に関するテーマ，同3[48】

は裁判官とワークライフバランスに関するテーマ。同4【49】は

現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り上げる予定

1～3に記載した各クラスは－審を念頭に置いたものであり，高裁に所属する

裁判官は， 自己の年次等を踏まえて，関係する箇所等を参照してください。

13

4高裁に所属する裁判官



高裁に所属する裁判官（部総括を含む。 ）のみまた，次の研究会については，

が応募可能です。

○ 専門研究会

(刑事分野)．

刑事専門研究会2 （控翫審） 【27】 (刑事事件担当者）

】

14



一
～

(資料1） 合同研修（種類別）

判事・判事補の合同研修

裁判系（事件の分野別の研修）

．基礎（主たる対象者は，左陪席）

第1

1

(平成31年3月12日一部変更）

（令和元年5月22日一部変更）

（令和元年6月18日一部変更）

1

番号

応
募
型
◆

名称． 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

1 ◆ IT基礎研究会
元.11.18(月）

~11.19(火）
2日 40

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補

システム開発，インターネットに関する基礎的な知識
についての諦演等を行う予定

2 ◆ 医療基礎研究会
2.2.19(水）

～2．21(金）
3日 55

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補

医療に関する基礎的知識についての講演や，医療機関
における実地研修等を行う予定

G

3 ◆ 行政基礎研究会
元.9．30(月）

～10．2(水）
3日 40

地方裁判所で行政事件又は民事
事件を担当する判事補

左陪席裁判官として行政事件を担当する際に必要とな
る行政法の基礎的知織についての講演や，実務上の留
意点等についての共同研究等を行う予定

4 ◆ 知的財産権基礎研究会
2.3.9(月）

～3．11(水）
3日 15

地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補（69期以上）

知的財産権に関する基礎的知織についての講演や,･東
京地裁知財部における実地研修等を行う予定



～

(資料1） 合同研修（種類別）

(2)基本（主たる対象者は，右陪席）

ア民事分野
▲

一

※一部のカリキュラムについて，裁判所澱員総合研修所との合同実施を予定′

2

番

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

5 ◆ 民事通常基本研究会1
※

元.6．12(水）

～6.14(金）
3日 50

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

訴訟運営の方法j事実認定，書記官との連携，部等の
組織運営への関与の在り方等について共同研究等を行
う予定

6 ◆ 民事通常基本研究会2
元. 10.23（水）

合一10.24(木）
2日 40

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

民事通常基本研究会1に同じ

7 ◆ 建築基本研究会
元.11.12(火）

～11.14(木）
3日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補（建築実務研究会と通じ
て応募することができる。 ）

建築の専門的知見に関する舗演や，建築訴訟に特有の
実体法上の問題について共同研究等を行う予定

8 ◆ 労働基本研究会
元.12.3(火）

～12．5(木）
3日 40

高弾裁判戌又は地力銭判り『で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
実務研究会と通じて応募するこ
とができる。 ）

標準的な労働事件一般に関する諸問題及び審理運営の
在り方等について共同研究等を行う予定

■



ー

(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

ウ家裁分野

｡

シ『

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

3

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

9 ◆ 刑事基本研究会
※

元.11.20(水)
‐

～11.22(金）
3日 50

地方裁判所で刑事事件を担当す
る，又は刑事裁判に関心がある
判事（57期以下）又は特例判
事補

単独事件等の公判準備，審理，判決のスキルアップ ，

書記官との協働，部等の組織運営への関与の在り方等
について共同研究等を行う予定

番号.

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

10 ◆ 家事基本研究会
※

元.11．6(水）

～11．7(木）
2日 50

家庭裁判所で家事事件を担当す
る判事又は特例判事補(家事専
門研究会2 （面会交流） と通じ
て応募することができる。 ）

D C

家事審判，家事調停等の運用をめぐる諸問題につい
て，共同研究等を行うとともに，組織運営的な側面を
意識することを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定

11 ● 少年基本研究会
※

元.9．11(水）

～9．13(金）
3日 50

家庭裁判所で少年事件を担当す
る判事又は判事補

少年審判における職種間連携,少年法の運用上の諸問
題等について共同研究等を行うとともに，組織運営的
な側面を意識することを狙いとするカリキュラム等を
実施する予定



一
へ

(資料1） 合同研修（種類別）

(3)実務（主たる対象者は，裁判長及び右陪席）

ア民事分野

4

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等． 概要

12 ◆ 金融・経済実務研究会1
ｊ
ｊ
木
金
ｌ
く
３
４

０
０
１
１

一
元
一

2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

企業の法務担当者が所属する経営法友会と連携して，
企業活動の実情等に関する意見交換等を行う予定

13 ◆ 金融・経済実務研究会2
2.2.3(月）

～2．4(火）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補、 ．

金融や経済分野の新たな課題を裁判と関連付けて取り
上げた講演等を行う予定

14 ◆ 建築実務研究会

の

元11.13(水）

～11.15(金）
3日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補（建築基本研究会と通じ
て応募することができる。 ）

建築の専門的知見に関する講演や，建築訴訟に特有の
実体法上の問題及び審理運営の在り方等について， よ
り進んだ研究を行う予定

15 ◆ 医療実務研究会
元.9.19(木）

～9.20(金）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

医事関係訴訟事件の審理運営について，共同研究を行
うほか，医療の専門的知見や実態・背景事情等に関す
る情報提供を行う予定

16 ◆ 行政実務研究会
元.10．2(水）

～10．4(金）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で行
政事件を担当する判事又は特例
判事補

複雑困難化しつつある行政事件の実務上の諸問題につ
いて

予定
， 高度に専門的な観点に立って共同研究等を行う

17 ◆ 労働実務研究会
元.12．5(木）

～12．6(金）
2日 30

高等裁判所又は地方絃判例『で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
基本研究会と通じて応募するこ
とができる。 ）

労働事件をめぐる専門的・先端的な問題点及び審理運
営の在り方等について共同研究等を行う予定



一

(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

5

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

18 ．◆ 刑事実務研究会1
元.7．8(月）

～7．9(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補．

公判準備・審理・評議･判決の在り方や，部等の組織
運営の在り方等について共同研究等を行う予定

19 ◆ 刑事実務研究会2
元.10.30(水）

～11．1(金）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

刑事実務研究会1に同じ



(資料1） 合同研修（種類別）

(4)専門（主たる対象者は，テーマに対応した者）

ア民事分野

6

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員
ダ

対象者等 概要

20 ◆
民事通常専門研究会1
(債権法改正1）

ｊ
ｊ

木
．
金

く
く
４
５

７
７

－
沁
一

2日 60
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

債権法改正に関する研究や意見交換等を行う予定

21 ◆
民事通常専門研究会2
(合議充実）

元.10.28(月）

～10.29(火）
2日 50

地方裁判所で民事事件を担当す
る判事又は判事補

民事事件を担当している部総括クラス，右陪席クラ
スj左陪席クラスを対象に1具体的な事例等に基づい
て p 合議の在り方に関する研究や意見交換等を行う予
定． ．

22 ◆
畠

＝ P

民事通常専門研究会3
(裁判手続のIT化）

元.12.9(月）

～12.11(水）
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事裁判手続のIT化に関し， フェーズ1の実施や
フェーズ2以降を見据えた審理の更なる改善を目指す
ための意見交換等を行う.予定

23 ◆
民事通常専門研究会4
(争点整理）

ｊ
ｊ
休
絵
２
３
１
１

２
２
１
１

－
元
へ

2日 30
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事単独事件を担当している裁判官を対象に，具体的
な事例に基づいて,争点整理手続の在り方について研
究や意見交換等を行う予定

■ ■

24 ◆
民事通常専門研究会5

(複雑困難訴訟)

2.1‘27(月）

~1.28(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

民事事件を担当している裁判官を対象
の高い合議事件について，その審理。
関する意見交換等を行う予定

に，複雑困難性
判断の在り方に

25 ◆
民事通常専門研究会6
(債権法改正2）

2.3.5(木)

～3．6(金）
2日 60

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

債権法改正に関する研究や意見交換等を行う予定



一

(資料1） 合同研修（種類別）
●

‐

刑事分野イ

7

■

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

26
刑事専門研究会1
(裁判員）

31.4.11(木）

～4.12(金）
2日 30

地方裁判所で新たに裁判長とし
て裁判員裁判を担当する判事又
はこれに準じる者

裁判員裁判の現状と課題，裁判員裁判にふさわしい公
判準備・審理・評議・判決の在り方や組織運営の在り
方等について共同研究等を行う予定

27 ◆
刑事専門研究会2
(控訴審）

元.12.16(月）

~12.17(火）
2日 20

高等裁判所で刑事事件を担当す
■ や

る判事（部総括判事を含む。 ）
高裁内部や高裁地裁間での意見交換の実情をふまえ，
刑事控訴審の在り方について共同研究等を行う予定。

28 ◆
刑事専門研究会3
(現代刑事法の諸問題）

2.2.17(月）

～2.18（火）
申

2日 30
高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

1

被害者配慮等,現代刑事法の重要な問題をテーマとし
た共同研究等を行う予定 ．



(資料1） 合同研修（種類別）

ウ家裁分野

※一部又は全部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

子

｡

8

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

29 ◆
家事専門研究会1
(後見）

※

元.10.10(木）

～10.11(金）
2日 50

家庭裁判所で後見関係事件を担
当する判事又は特例判事補

後見関係事件の運用をめぐる諸問題について共同研究
等を行う予定

30 ◆ 家事専門研究会2
(面会交流）

元11．7(木）
一
・ 11.8(金）

2日 40

家庭裁判所で面会交流事件を担
当する判事又は特例判事補（家
事基本研究会と通じて応募する
ことができる6 ）

面会交流事件の運用をめぐる諸問題について共同研究
等を行う予定

31 ◆ 家事専門研究会3
(養育費.･婚姻費用）

一

プロ． 9.17(火） 1日 58

高等裁判所又は家庭裁判所で養
育費・婚姻費用に関する事件を
担当する判事又は判事補(家庭裁
判所については，部総括判事，
上席にある者又はこれらに準じ
る者）

養育費，婚姻費用の算定に関する実務上の諸問題につ
いて意見交換等を行う予定

｡



(資料1） 合同研修（種類別）

エその他

～

9

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

32 ◆ 外国司法専門研究会 元9.19(木） 1日 50
判事又は判事補（未特例判事補
を含む。 ）

社会情勢の変化に伴って新たに生ずる法的問題に対し
て対応力を酒養するため，外国司法（ドイツ）の知見
について講演と意見交換を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

2導入系（新たな職務等に就いた暗の研修）

（1）年次（対象者は，任官時等の節目の年次に到達じた者）
や

10

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

d

33 新任判事補研修
2.1.17(金）

～1．23(木）
5日 未定

平成31年12月に司法修習を

終え，裁判官に任命された者
(第72期司法修習終了者）

新任判事補が円滑なスタートを切ることができるよう
に，実務への円滑な導入を狙いとするカリキュラムや
自己研さんの動機付けを行うことを狙いとするカリ
キュラム等を実施する予定

34 判事補基礎研究会
元.6．3(月）

～6‘6(木）
4口 未定

平成28年12月に司法修習を
終え，裁判官に任命された者
(第69期司法修習終了者）

新任判事補研修のフォローアッ式として，任官3年目
以降の判事補を対象に，基本的な執務能力の向上や，
組織運営的な側面を意識することを狙いとするカリ
キュラム等を実施する予定

35 判事任官者研究会
2:2.12(水）

～2.14(金）
3日 未定

平成21年9月又は同年12月
に司法修習を終えた判事
(現行第62期及び新第62期
司法修習終了者）

判事任官者を対象に，中堅の裁判官としての自覚を促
し
て

，
夕

第一審の裁判長に向けた成長の支援を目的とし
組織運営的な側面をはじめとした裁判所の組織的

課題を考え，裁判官としての成長への動機付けを行う
ことを狙いとするカリキュラム等を実施する予定

36 弁護士任官者研究会
31.4.4(木）

1日 未定
新たに弁護士から任官した，又
は任官予定の判事又は判事補

ガー薗甦二]二51工曰Uノ郵十ﾛ｣日琶海｣率ﾋｰ，“･rUJ"『狸U,表う薄ウーUソ同

滑な導入を目的とするもので，裁判官としての服務や
裁判事務処理に関する説明,組織運営的な側面を意識
載ることなどを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定．



(資料1） 合同研修（種類別）
一

(2) ポスト （対象者は，所長，支部長，部総括等のポストに就任した者）

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定

11

番男．

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

37 支部長研究会
※

元5.20(月）

～5．22(水）
3日 未定

初めて地方裁判所又は家庭裁判
所の支部長とされた者

初めて地家裁の支部長とされた者を対象に，支部の人
事管理，事件管理，本庁支部間の連携その他支部の組
織運営に関する基本的な理解を深めることを目的と
し，支部長として組織運営上考慮すべき事項等につい
て研究するカリキュラム等を実施する予定

38 新任部総括裁判官研究会

元.6.24(月）

～6.27(木） 4日 未定

旬 ■

初めて地方裁判所又は家庭裁判
所の部総括判事に指名された者

初めて地家裁の部総括裁判官に指名された者を対象

に，部のマネジ
の指導育成等，

メント，陪席裁判官の成長支援，職員
部総括の役割に関する認職を深めるこ

とを目的とし,部総括裁判官として裁判所の組織運営
上考慮すべき事項等について研究するカリキュラム等
を実施する予定

39 実務協議会（夏季）
元.7．11.(木）

～7.12.(金）
2日 未定

新たに地方裁判所長，家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

新たに地家裁の所長，高裁事務局長に指名された者を
対象に，司法行政上の諸問題について協議するカリ
キュラム等を実施する予定．

40 実務協蟻会（冬季）
2.1.30(木）

～1，31(金）
2日 未定

新たに地方裁判所長，家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

実務協議会（夏季）に同じ
■ ◆



(資料1‘） 合同研修（種類別）

(3)役割（対象者は，特定のポストに限らず，一定の役割が期待される立場にある者）

12

番号．

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 .対象者等 概要

41 ◆ 中堅判事研究会
元.10.15(火）

～10.17(木）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事（概ね54期か
ら58期まで）

これからの裁判所を支えていく中堅判事として，組織
運営的な側面をはじめとする裁判所の課題を考え，組
織の中でリーダーシップを発揮し，後進の裁判官や裁
判所職員の成長を支援していく方策等について研究す．
るカリキュラム等を実施する予定

42 家裁実務研究会
元.6．13(木）

～6.14(金）
2日 未定 家事上席の判事又は判事補

家事上席を対象として，家事実務における組織運営能
力の向上等を目的としたカリキュラム等を実施する予
定 ． ．

43 ◆ 部総括裁判官実務研究会
ｊ
ｊ
木
金
く
く
５
６

９
９

－
沁
一

2日 30

地方裁判所又は家庭裁判所の部
総括判事に就任後一定期間を経
過した者 ．

地家裁の部総括裁判官の組織運営能力の向上を目的と
して，裁判所の組織運営上考慮すべき事項等について
研究するカリキュラム等を実施する予定

●

44 法律実務教育研究会1
元.9．2（月）

～9．3(火）
2日 未定

法科大学院に派遣されている判
事又は判事補

法科大学院に派遣されている判事又は判事補に対し，
必要な情報を提供し，共同研究等を行う予定

45 法律実務教育研究会2
2.2.20(木）

～2．21(金）
2日 未定

法科大学院に派遣されている，
又は派遣される判事又は判事補

法科大学院に派遣されている；又は派遣される判事又
は判事補に対し，必要な情報を提供し，共同研究等を
行う予定



～

(資料1） 合同研修（種類別）

3基盤系（一般的責質・能力を酒養するための研修）

▽

13

番号

応
募
型
◇

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

46 ◆
元.7.1(月）

～7．3(水）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（5
9期から68期まで）

統計・データ分析などをテーマとして取り上げる予定

47 ◆
基盤研究会2

(裁判基盤）
ｊ
ｊ
火
木
く
く
６
８
１
１

７
７

－
羽
へ

3日 30
高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事 人工知能(AI)に関するテーマを取り上げる予定

48 ◆
基盤研究会3
(裁判基盤）

元.9.25(水）

～9..26(木）
2日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は特例判事補

裁判官のワークライフバランスに関するテーマを取り
上げる予定

49 ◆
基盤研究会4
(裁判基盤）

2.2.25(火）

～2.27(木）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事

現代社会とメンタルヘルスに関するテーマを取り上げ
る予定

50 ◆
基盤研究会5
(知的基盤）

2.2.26(水）

～2.28(金）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（5
9期から68期まで）

企業会計及び税務会計をテーマとして取り上げる予定



(資料1） 合同研修（種類別）

簡易裁判所判事の研修第2

裁判系（事件の分野別の研修）

導入系. (新たな職務に就いた際等の研修）

一

14

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

51 ◆
簡易裁判所判事
民事実務研究会

元.5.13(月）

～5.14(火）
2日 40

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁

6

刑事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

主として民事分野の事件処理に関する諸問題や簡裁判
事としての在り方について共同研究を行う予定

52 ◆
簡易裁判所判事
刑事実務研究会

ｊ
ｊ
火
水
く
く
４
５
１
１

５
５

－
乃
一

2日 20

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁
民事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

●口

主として刑事分野の事件処理に関する諸問題や簡裁判
事としての在り方について共同研究を行う予定

53 ◆
簡易裁判所判事
専門研究会

ｊ
ｊ
水
金
く
く
３
５
２
２

■
●

０
０
１
１

－
元
へ

3日 50
簡易裁判
（司法修 者を除く。 ）

■

民事交通事件をテーマとして取り上げ，簡裁の審理に
相応しい訴訟運営や判決の在り方等に関する共同研究
や講演と意見交換等を行う予定

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 対象者等 概要

54
新任簡易裁判所判事
導入研修

元.8.26(月）

～8.30(金）
5日 未定

平成31年度に新たに簡易裁判
所判事に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新たに簡易裁判所判事に任命された者に対する職務導
入研修であり，簡裁における裁判事務への円滑な導入
等を目的とするカリキュラムを行う予定

55 新任簡易裁判所判事研修
2.1.20(月）

～2．21（金）
■ 24日 未定

平成31年度に新たに簡易裁判
所判事に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新任簡易裁判所判事導入研修の後，配属先の簡裁や，
地裁における実務研修を踏まえ，簡易裁判所判事とし
ての基本的な実務知職，技量の獲得や自己研さんの動

機付けを目的とするカリキュラムを行う予定

56
簡易裁判所判事
基礎研究会

元.6．17(月）

～6．20(木）
4日 未定

平成29年度新任簡易裁判所判
事研修の終了者

任命から2年目の簡易裁判所判事を対象とし，基本的
な裁判実務の知織，技量の向上を目的とするカリキユ
ラムを行う予定



(資料2） 合同研修（時系列）
(平成31年3月1．2日一部変更）
（令和元年5月22日一部変更〕
＜令和元年6月18日一部変更）

’
（月） 2～10

－
３
’
２

→寺一一

一
皿
一
皿
一

一
一
》

系I 基本 I家事基本研究畠

1

実飼頂
資料1
の番号
応募型
◆
系統 種別 名称 実施時期 期間 備考

1 36 導入系 年孜 弁霞士任官者研究会 31.4.4(木） 1日

2 26 裁判系 専門 刑事専門研究会1 （裁判員） 31.4.11（木）-4.12(金） 2日

3

4

51

艶

◆

◆

裁判系

裁判系

砺裁判事）

(簡裁判事）

簡易裁判所判事民事実務研究会
－－－ ▲一一ザーーマ Fー マー

簡易裁判所判事刑事実務研究会

元､5.13（月）～5．14(火）

元.5.14（火）～5.15(水）

2日

2日

一部4と合同

一部3と合同

元.5.20（月）～5.22(水） 3日

元.6.3（月）～6．6(木） 4日

民事通常基本研究会1 元､6.12（水）～6.14(金） 3日

家裁実務研究会

簡易裁判所判事基礎研究会
一一一画一■●ゆ一▼ ■－←マージ- 号 P 司宇③ 一"■■

新任部総括裁判官研究会
－

基盤研究会1

一一一L一丁 子舎 畢も 戸 4PP ÷』 T ﾜ ﾏ ← ■ 圭一

③ユ ー い－TゴターF L ■ ■③＝～ --←一一三一一一一一

民事通常専門研究会ユ （債権法改正1）
__-------- ‘二“--.-……

刑事実務研究会1

一
一

Ｊ
ｊ
－
ｊ

金
・
一
木
一
木

班
一
刻
一
刎

６
－
６
－
６

－
へ
Ｑ
一
一

Ｊ
手
ｊ
一
Ｊ

木
一
月
一
月

く
》
く
一
く

３
－
７
↑
４

１

１
－
２

６
－
６

６｜
元
一
元
一
一
元
－－℃画一 ﾜ 七●一→－－－一一一

元.7.1（月）～7．3(水）

元.7.4（木）～7，5(金）

元

一→一一一÷■一一ー

､7.8（月）～7．9(火）

2日
－甲一

4日

4日

3日

日
一
日

２
２

元.7.11（木）～7.12(金）
－－－b－G草一百 幹一一七－一一吟守一

元.7.16（火）～7.18(木）

日
一
日

２
－
３

5日

2日

元.9.5（木）～9．6(金）

9

元.9‘11（水）～9.13(金）

元.9.17(火）
‐一 →一一一℃ ■ ■■一一 寺

元.9.19(木）～9.20(金）
グ ー － 一一÷一一一一百一

元.9.19(木）
芋子 ｡ + ■ヴ申 ｡■ コ ＝ ■ 守寺舎寸 → ③ ÷一~→‐

元､9.25（水）～9.26(木）

2日

3日

一一

1日

2日

日
一
日

１
－
．
２

元.9.30（月）～10．2(水） 3日

一

三

ｊ

ｊ

ｊ

岬
一
蝿
圭
．
》
・
一
》
一
》

一
■

一
一
一
一
》
一
一

ｊ

ｊ
－
ｊ
－
１
ｊ

休
一
休
一
は
一
体

水く

↑
‐
誕
一
秘
一
》
一
》

２０１一九 調
一
謂
一
調
一
頭
一
頚

一
｝
今
幸

元.10.23（水）～､ 10.25(金） 3日

ポスト

年次



合同研修（時系列）(資料2）
(平成31年3月12日一部変更〉
（令和元年5月22日一部変更）
（令和元年6月18日一部変更）

1
、

主
一

2

実施順
資料1
の番号

応募型
◆
系統 種別 名称 実施時期 期間 鰯考

34 30 ◆ 裁判系 専門 家事専門研究会2 (面会交流） 元.11.7（木）～11．8(金） 2日

3日．

3日

= －－』 』寺

2日

元.11.20(水）～11.22(金）

元､12.3（火）～12．5(木）

元.12.5（木）～12．6(金）

元.12.9（月）～12.11(水）
－コ一一▲一 一一 一 卓F－－■－ 一

１
ｊ

金
一
火

誠
一
バ

ー
－
１

２
２

１

１

一

一
一

ｊ
－
ｊ

木
一
月

く
要
Ｉ

２
－
６

１
－
１

２
－
２

Ｊ
一
Ｊ

一
元
一
一
元

2.1.17（金）～1.23(木）

3日

3日

2日

銅
一
羽
一
鯛
．
一
頭

一部総研と合同

一部38と合同
一一一一 ママ一

一部37と合同
一－－~子 一 一 一

一マ ー幸一▲ 一 ÷▲今一一÷一

一 一一一 ▲ 夕 凸一

2.1.20（月）～2.21(金） 24日

民事通常専門研究会5 （複雑困難訴訟） 2.1.27（月）～1.28(火） 2日

実務笛鮭会（冬季）

金融・経済実務研究会2
－ － 一 一七一 －竺 凸 ■ ＝凸

判事任官者研究会．
マ ■一 二戸コローーー一雨一 一 一一 一 － 己一▼

刑事専門研究会3 （現代刑事法の諸問題）

医療基礎研究会

2.1.30（木）～1.31(金）
一一一ケ菅 幸 宇

2.2.3（月）～2．4(火）

ｊ

ｌ
ｊ

唯
一
嶮

金く４

Ｊ
－
２

１牽
一
垂
一
望

ｊ
ｊ
ｊ

休
一
明
は

２
－
７

９

１
１
１

２
－
２
’
２

甲
一
●
一
ゆ

２
－
２
２

日
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（令和元年6月18日一部改訂）

(資料3）令和元年度裁判官研修実施計画カレンダー
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資料2

令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明

（前年度からの主な変更点等）

､1 合同研修

(1)研究会の新設

○近年増加している民事の合議の複雑困難事件について，裁判実務における事

件処理の実際を踏まえて，その審理・判断の在り方を検討する研究会を民事通

常専門研究会【24】として実施します。

○民事裁判のIT化に関し， フェーズ1･の実施準備及び今後のIT化に向けた

議論の深化を狙いとする研究会を民事通常専門研究会【22】として実施します。

O刑事控訴審の在り方について，高裁裁判長クラスも参加して議論を深める研

究会を刑事専門研究会【27】として実施します。

○平成30年度司法研究（家事）において｢養育費，婚姻費用の算定に関する実

・証的研究」が研究題目とされていることを踏まえ，養育費j婚姻費用の算定に

関する実務上の諸問題について検討する研究会を家事専門研究会【31】 として

実施します。

○社会情勢の変化に伴って新たに生ずる法的問題への対応力を酒養するため，

外国法の知見を先端の法的問題への対応の参考にする際のアプローチの在り方
I
について検討するための研究会を外国司法専門研究会【32】 として実施します。

○裁判官のワークライフバランスをテーマとした研究会を基盤系研究会【48】

として実施します。

(2)研究会の再編

○ベテラン・中堅判事向けの基盤系研究会（裁判基盤研究会） と若手裁判官向

けの基盤系研究会（知的基盤研究会）の2つの基盤系研究会のうち，知的基盤

研究会を， 困難な事件についての若手裁判官の対応力を強化するため，裁判に

関連する周辺諸科学，すなわち，統計・データ分析,財務・会計，経済学．経

済情勢，心理学・行動科学，科学哲学・科学の方法論等についての素養の修得

1

●
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を支援する趣旨のものに再編成し， これらの分野から毎年2テーマずつ選び，

順次実施していく予定です。令和元年度は，統計・データ分析，財務・会計を

取り上げます。 【46, 50】

他方，裁判基盤研究会は，従来.どおり，現代社会における重要課題等を多角

的観点から捉えるものと位置づけ，令和元年度は， 「人工知能(AI) ｣ ,

「現代社会とメンタルヘルス」 ， 「裁判官のワークライフバランス」を取り上

げます。 【47～49】

(3)その他特記事項

○実務的にも影響の大きい債権法改正をテーマとする研究会【20, 25】 ；民事

≠ 事件の課題である合議充実【21】をテーマとする研究会を引き続き実施します。

○家事上席裁判官を対象に平成29年度に開催した家裁実務研究会を令和元年

度も実施します。

○視聴によって一定の研修効果が見込まれるカリキュラムを同時配信する試行

的取組について， これまでの成果等を踏まえつつ，更なる拡充を検討します。

〃

2派遣型研修

○判事を対象とする知的財産権専門長期研修（期間：4か月程度，定員： 1名，

派遣先：東京理科大学)について,派遣先の組織改編により知的財産部門が縮

小されて受入れが困難になったことから，平成31年度以降の実施を取りやめ

ます。

○判事又は判事補を対象とする次の研修（派遣先：理化学研究所）について，

研修が知財管理部門のほかに広く自然科学分野の研究の実情に触れるものであ

るから，その実質に合わせた名称に改めるとともに，対象者を判事に，定員を

3名に増やして実施します。 ：

（変更前）

知的財産権専門短期研修（期間： 2週間，定員： 2名）

2



ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
叫
小
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
１
１
１
１
心
叩
１
１
１
１
１
１
１
心
ｌ
咄
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
州
肥
！
：
ｉ
Ｉ

(変更後 ）

研究機関短期研修（期間：2週間,定員 名）: ‐3
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裁判所職員総合研修所の概要

1 裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所（以下「総研」 という。 ）はj 「研修部門」と 「事務局

部門」に分けられています。

研修部門は,裁判所書記官研修部（以下「書研部」 という。 ） ，家庭裁判所調

‘査官研修部（以下「調研部」という。 ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います｡このうち,書研部は，裁判所書記官(以下｢書記官」 という。 ）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を，調

研部は，家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」 という。 ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を，一般研修部はその他の研修を

それぞれ担当しています。

このほか，書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ，各研究室では，各種研究の企画及び実施の

指導,総研所報等に掲載する論文，研究結果報告書等の監修，各種法改正に関す

る資料及び情報の収集,分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い，裁判所を取り巻く状況も大き

く変容してきました。これに合わせ，総研においても，国民の期待や負託に応え

ることができる裁判所職員を養成し，育成していくという観点から，現在及び将

来にわたる事務の質の確保を目指した諸施策の進展状況も踏まえつつ，各種研修

及び養成課程を計画，実施してきました。

また，適正迅速な事件処理のため，裁判官を含めた職種間でゥそれぞれの職務

についての相互理解を深めた上で，関係職種間の連携強化を目的とする研修の充

実強化を図ることに力を入れており, ､裁判官と合同で研究するのがふさわしいテ

ーマについては，司法研修所（以下「司研」 という。 ）と合同で研修を実施する
1

イ
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ほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については，各部が合同で

研修を実施しています。

3平成31年度（令和元年度）研修実施計画について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え，①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し， 自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る,②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る，③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で，

関係職種間の連携強化を図る，④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ,時

宜に応じた課題に対応するとの観点から，全ての研修についての内容・科目の拡

充を図りつつ，一層充実した研修の実施に努めていきたいと考えています。

また,各職種共通の組織課題として，組織運営の適正の確保や障害者等に対す

る配慮を含む人権意識の識養等についても,効果的な研修の在り方を検討し，カ

リキュラム等に反映させていきたいと考えています。

4研修

（1） 管理者・中間管理者

職種間連携を前提とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備･環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

ています｡また，最新の施策に関する講義や共同討議などにより,/様々な気付

きを得る機会を与え， 自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます｡・

ア管理者

首席書記官研究会，首席家庭裁判所調査官研究会，事務局長研究会，管理

者研究会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の

認識を共有するとともに， より広い視点から，適切に組織全体をリードして

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています6

イ中間管理者

2



平成30年度までは,全ての職種の中間管理者を対象とする研修を，裁判

部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたが，令和元年度からは，

これらを統合した上で， 中間管理者としての執務経験等に応じて二つの階層

に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実施することとしまし

た。これらの研修では,管理能力の向上に加え，職種間・部署間連携の意識

や組織全体の観点から最適なものを見極める目などを，それぞれの階層に応

じて養っていく内容を予定しています。

(2) 書記官・家裁調査官

各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等に

基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を踏まえた共同討議を

実施するなど，各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実現して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施しています(各日

程の一部を司研の研究会と合同で実施しています。 ） 。

ア書記官

書記官任官後に全国共通のカリキュラムで行われる唯一の研修である書記

官ブラッシュアップ研修（高裁委嘱）を実施し， 「事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め，常に合理的な事務を追求できる書記官｣を育成していく

ため，科目の一部を，研修員に対し， より主体的に， あるべき書記官事務の

実践に取り組ませることをねらいとした内容に見直すなどしています。

イ家裁調査官

家裁調査官任官後の研修について，現在の家庭裁判所及び家裁調査官を取

り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が客観的科学的な調査事務を確実に実

践していくための能力向上に向けて，中央研修が果たすべき役割を改めて検

討した上で，所要の改編を行い，平成28年度から実行しています。

(3)事務官（係長等）

各庁の総務・人事・会計の各分野の係長．専門職を対象とする研修において，

3

〃

｡



担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに，関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方,その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について， 「働き方

改革」の観点も取り入れ，共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

ミムの充実強化を図っています。

5研究 ・迄

第一研究室では，令和元年度の書記官実務研究として， 「商事非訟事件及び借

地非訟事件に関する書記官事務の研究」をテーマとする研究を行っています6そ

のほか，過去の実務研究報告の復刻･補訂作業を行っており，平成31年3月に

は， 「民事上訴審の手続と書記官事務の研究｣の補訂版を刊行しました。

第二研究室では，令和元年度家裁調査官実務研究(指定研究） として， 「調査

面接の基本的な姿勢及び技法に関する研究」をテーマとする研究を行っています。

6養成課程

（1） 書記官養成課程

令和元年度は，第壼部第16期研修生202人（このほかに特許庁からの受

託研修生1人） ，第二部第15期研修生（2年生） 59人，第二部第1．6期研

修生（1年生）68人（いずれも令和元年6月1日現在の人数）で研修を実施

しています。

法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務における書記官事務に即

した形の演習を積極的に取り入れています。また，書記官事務の整理の考え方
かん

を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連携及び協働の在り方について

検討させ‘る家裁調査官養成課程との合同カリキュラムなど,参加型，討論型の

演習も実施しています。

(2)家裁調査官養成課程

令和元年度は，第15期研修生39人，第16期研修生45人で研修を実施
4



しています。

調査実務の中核となる事実の調査や心理的調整を行うために必要な行動科学

の知見や技法を体系的に習得させるとともに，グループ討議により多角的な視

， ．かん

点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付けさせ，組織性の酒養にも重点を置

いたカリキュラムを実施して.います。

7総研の今後の取組と情報発信

（'）今後の取組

効果的な人材育成を行うに当たっては，集合研修を担う総研においても，書

記官及び家裁調査官をはじめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程

の一層の充実を図り, OJTと集合研修（中央研修，高裁委嘱研修及び自庁研

修） との連携を意識しなｶﾐら， 引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充

実を図っていきたいと考えています。

（2）総研の刊行物にづいて

総研の刊行物として，総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した「総研所報」と，書記官の研究論文を掲載した「書記官実務

研究報告書」 ，家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります.

（3）総研コンテンツについて

J ・NETポータルの総研コンテンツにおいて，実務研究会の結果要旨，中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報・資料等を提供

しているとともに， 「総研ニュース」を毎月1回掲載して総研の最新情報を発

信しています。

I

5
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第1研修

1中央研修

(1)管理者層

I

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り，総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31. 9.18<水）
～9.19(木）

2日 約30
地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

DPロロ■l●pq4■■■｡■●

4

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より ， 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31． 9． 5(木）
～9． 6(金）

ロー■｡●●‐●■P｡●｡｡●ｰq■■｡●

9

31.11.19(火）
~11.20(水）

2日

2日

8

◆｡●PC●■

50

高裁所在地の
首席家裁調査

宣..と…...….……

首席家裁調査
官

3 事務.局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより,
総合的な組織運営能力
の向上を図る。 ．

裁判所職員
総合研修所

32. 2.20(木）
～2．21(金）

2日 約20
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
職の高揚を図る。

司法研修所
及び 、
裁判所職員

総合研修所

31. 5.21(火）
～5.23（木）

●

3日 約60

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者),次
長

5

次 席
家庭裁判所調査官等
研 究 会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より 》 管理能力の向上
と意識の高揚を図る°

裁判所職員
総合研修所

31. 9.25(水）
～9.27(金）

2.5

日
未定

"

■

次席家裁調査
官，総括主任
家裁調査官

少

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに，当面する諸問題

の研究及び討議を行う
こ‘とにより，管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

31. 4.15(月）
～4.19(金）

5日
約
100

新たに局長(高裁
を除く｡）,吹長，
事務部長,首席
書記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
調査官,総括主
任家裁調査官,首
席技官(最高
裁),次席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議し,研修方針の
周知徹底を図る°

裁判所職員
総合研修所

32． 1． 9(木）
～1．10(金）

1.5

日
25

高裁の次長，
首席書記官 ，

高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

■‐のq■ーq■｡｡■、‐■■ゆ■

第2回

b●■■'●●｡｡●‐己ロロロ

第3回

中間管理者として,そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31.10.15(火）
～10 ◆

’
18(金）

■＝ロ●＝●●の｡｡●Q◆わ●‐の｡●

6

32‘ 1．14(火）
～1．17(金）

32 ●
４

～

2.4（火）
2.7(金）

各
4日

各
約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐,・
専門官,班長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研.修Ⅱ

第1回

■｡‐毎｡ー。■‐ｰ＆一宇ゆ‐

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

■

31.10.29(火）
~10.31(木)．

、‐■1－ロー‐‐‐－‐｡‐■｡｡■q■●

｡

31.12.10(火）
診、"12.12(木）

各
3日

各
約60

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企
画官,首席技
官，営繕企画
宮（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主
任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主 任
家庭裁判所調査官
研 修‘

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

31, 6.25<火）
～6.28(金）

3.5

日
未定
主任家裁調査
官

番号 名 称 ・ 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

11

I

研修指導
研究会

■

第1回

■ゅ●‐‐4■■｡■d■イ■■‐■

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 0

裁判所職員
総合研修所

31． 6． ．5(水）
～6． 7(金）

■●●◆ロ●■■●ロロ｡‐むつ●－－0■

31.12.17(火）
~12.19(木）

3日

3日

約50

‐｡●‐■D‐●

約40

次席書記官，
総括主任書記
官，主任書記
官6訟廷管理
官，訟廷副管
理官，裁判員
調整官, ･次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官



,(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁鯛査官･係長等）

3
卜

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

12
実務指導
研究会

民事

ロ●■■｡qd■●●●色色●■

刑事

■■句●●●●●｡●ロロ○一
●

家事

Pq■pｰ■■ｰ＝ーﾛ■1■‐ロﾛ■

少年

8

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する ロ

裁判所職員
総合研修所

31 5.14(火）
～5.15（水）．

31. 5.14(火）

～5.15(水）
●q■‐■Dp4■●今●の｡｡●ー－－■､ Ⅱ■d■

31．
●

～

5.16(木）
5.17(金) ･

■ *

■｡●●●わ‐■Pb●、｡●●‐●●●

31. 5.16(木）
～5.17(金）

各
2日

各
2日

約40

b‐c－－bq

約40

一口一‐｡｡■

約35

■､｡■ロロ毎■

約25

凸

書記官ブラシ
シュアップ研修
の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司

裁判所職員
総合研修所

31.11. 6(水）
～11． 8（金）
● 3日

‐

約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修
及び
所

裁判所職員
総合研修所

31. 9.11(水）
｡～9. 13(金）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する
書記官家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
■ローーー①bbc⑤■｡■ロ

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に蜜する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所
■口q■｡｡■ト■し4■■bこ＝d■＝画一q

裁判所職員
総合研修所

31. 6.12(水）
～6.13(木）

32. 1.23(木）
～1.24(金）

各
2日

各
約50

0

高・地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

31.11.21(木）
～11.22(金）

2日 約50

高・地・簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

31.10.10(木）
~10.11(金）

1.5

日
約50

1

家裁で後見関
係事件を担当
する書記官
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18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

‐●｡●｡●■の｡●●凸の■

第2回

■●｡｡■●。■q■②■l■ローロ

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り，現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的碓な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

31.10.29(火）
～11． 1(金）

■●●のⅡ■●●●■●｡■の■■ロ○○口

31.12. 4(水）
～12． 6(金）

■凸一.■中一一めd■q■U■■ローq■4■｡‐”

32. 1.29(水）
～1．31(金）

口
●

日
一
日
｛
日

一
●

４
』
３
．
》
３

各
約40

家裁調査官実
務研修を終了
した者及び平
成28年度家
裁調査官応用
研修を終了し
た者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

31． 7，8(月）
～7．12(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後， 3年以
上経過した者
のうち家裁調
査官実務研修
又は家裁調査
官応用研修を
終了していな
い者

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

31． 7． 3(水）
～7 6 4(木）

1.5

日
約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判所職員
総合研修所

32.
～

2， 4（火）
2． 6(木）

3日 未定 執行官

22 新任執行官研修

職務遂行に必要な知織
を付与することによ
り,･執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

31.
～

5．28

5．31

ｊ
ｊ
仙
倫

3.5

.日
未定

平成3･0年4月
2日以後に執行
官に任命された
者又は執行官事
務取扱書記官に
指定された者



4’新採用職員雁

(5)その他

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

23

係 長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知繊
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ＠

判
合
裁
総

31.10. 1(火）
～10． 3（木）

け

3日 約50

高・地･家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

24

係 長 等
（人事担当）
研 修

● ●

職務遂行に必要な知識
及び技能
とにより

を
執
付与するこ

務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る° ．

裁判所職員
総合研修所

げ

31.10.23(水）
～10.25(金）

3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

25

係 長 等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

裁判所職員
総合研修所

31.11.12(火）
～11;15(金）

4日 約70

高・地・家裁
本庁の会計事

務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

26
研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

31.
～

■
ｂ

６
６
18（火）
20(木）

3日 約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長,専門
職主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ロ

裁判所職員
総合研修所

31． 4． 5(金）
～’ 4． 9(火）

3日 未定

平成30年度
裁判所職員採
用総合職試験
の合格者で，
新たに採用さ
れたもの

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28

0

情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し，情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに 2 情報セキュリ
テイ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る ｡

裁判所職員
総合研修所

31.10. 8(火）
～10． 9(水）

1.5

日
約60

C e

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者〉
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29
情報処理
研修

第1回

Bpc－ca－｡e占＝。‐e＝

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アツプを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

31. 5.21(火）
～5.23(木）

甲■■■■､■｡●●■つむ一一”ゆローP

31． 5．28(火)．
～5.30(木）

各
3日

約60

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行H職員（家
裁調査官を除
く。 ）

30

裁判事務支
援システム
（少年事件
部分）導入
研修

巳
６

第1回

■●‐‐■1■ローーーゆゎ■■

第2回

■P■‐●■●ロロ◇●■P●

第3回

､●●のbｰ一一一一●｡‐●

第4回

裁判事務支援システム
（少年事件部分）の円
滑な導入に向けて中心
的役割を果たす者を養
成ずる。

裁判所職員
総合研修所

31. 5.13(月）
～5.14(火）

bロロ｡d■C‐●●■ロロ句句｡｡~｡｡

31. 6． 6(木）
～6. 7(金）

31． 7 9(火）
～7.10(水）

31． 9． 9(月）
～･9．10(火）

各
2日

約60

約60

約50

約50

裁判事務支援
システム(少

年事件部分）
の導入事務を
担当する職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

31
採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について
の研究を行うことによ

り，執務能力の向上を
図る 、

裁判所職員
総合研修所

31. 5.29(水） 1日 約30
採用試験事務
を担当する管
理職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
CA研修
実務試験

前期
研修

ロロ｡｡｡‐●‐●

l

‐の1■

実務
研修

車ゆ

■1 4■■'凸■~●ロ－1■p○つ一

期
修

後
研

I

学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所
b●●●｡●●｡｡‐勾口PCed

実務研修

bロ●●

実施庁
0

■口｡ －■●｡■ d■‐‐q

裁判所職員
総合研修所

31. 6.26(水）
～7.17(水）

●●●q■●■‐ロ■P－4■ｰq■‐幸①‐⑤今

31. 7.19(金）
～8.21(水）

申●●‐つ●ローq■今1■‐■■‐q■pロ。■●
今 甲

e

31. 8.23(金）
～9.12(木）

15日

●‐‐q■●争

23日

の●の｡｡｡

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

〈1）管理者層

(2)中間管理者層

③主として管理職以外の層(書配官･家裁調査官･係長等）
騒半｜ ・ ． 罰

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

33 家庭
次
釧

実務

席
所調査
研究会

●

官等

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り 9 研修の充実及び
改善に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は ．

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ

り，中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日

0

未定

新たに主任書記
宮，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
斑長（最高裁） ，
主任技官（最高裁
を含む） ，地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象 者

35

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官としての
職務全般を遂行する
のに十分な知識及び
技能を付与するとと
もに，多様な裁判事
務に対する積極的な
態度をかん養する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

7月から9月
までの間で実

施機関が適宜
決定

10.5

日
未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

36
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

タ
色

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官，
家裁調査官



（
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
新たに係長に任命
された者

38 事務官専門研修

総務，人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより,事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

｡

実施機関が
適宜決定

1.5
～

3日

未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

39
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討礒を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ,中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。 ，

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は．

｡

高等裁判所

実施機関が
適・宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
0年未満の行H事
務官（係長,専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）

40 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
によりj資質及び事
務処理能力の向上を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

通信研修

実施機関が
適宜決定

9～
面接研修

11日
実施機関が
適宜決定

※

約
250

採用後1年以上の
行H事務官(書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

41 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ
しい心構えをかん養
する ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

(1)事務官層

罰採用職員月

ひ

9

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知蹴
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定

3日 未定
採用3年目の行H
事務官,行H技官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
フォローアップ
セミナー

裁判所職員として必要
な基礎的知織を確認さ

せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定

②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
ロ

え， 実施機関が
適宜決定

合 ■

約
3日

1

未定
採用後1年程度を
経過した行H事務
官，行H技官

44
フレツシュ

セ ミナー

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る。

高等裁判所
地方裁判所
■

家庭裁判駒

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された
職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

‘45 高裁ブロック研修

知
さ
と
図

な
得
上
を

職務遂行に必要
識，技能等を習
せ，執務能力の向
職務意識の高揚
る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ） ．
又は

高等裁判所

0

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

46 自庁研修

に必要な知
等を習得さ
旨力の向上と
の高揚を図

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定 最高裁,高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

47 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる
ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

31． 9

～32． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

48 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ
り 9 実務の改善及び
向上に寄与させる。

職員
修所

31． 4

～32． 3
1年 2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上
(指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り ， 調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する
家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

31． ．7

～32． 3

31． 4

～32． 3

8月

1年

未定

6

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上
(心身の鑑別につ

いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より，調査実務能力
の向上に寄与させ
る 、

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する‘
家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が

■

所属する
家庭裁判所

31． 7

～32． 3

32． 2

｡～3

31． 5

'～7

8月

1月

2月

未定

3

3

屯

家鮭承干U〃T銅宜･目乗

務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者



5委託研修

6

一

11

番号 委能庁 名 称 人 員

51 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修
0申

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

58 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

59 総務省 情報システム統一研修 未定



第2養成

1裁判所書配官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程 I

〆

12

番号 部 。 期 実施時期等 期間 人員 対象者

60
第 一 部
第 16 期

~

31． 4． 4（木） 入所，第1期研修
7.22(月)～実務修習

● ● ■

10． 1(火)～第2期研修
32． 3． 2（月） 修了

1年 200
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

61 部
一
一第

第15期
(2年生）

第16期
(1年生）

30． 4． 5(木） 入所
4.10(火)～裁判事務修習
9． 3(月)～第1期研修

31． 4． 1(月)～第2期研修
7.22(月)～実務修習
10， 1(火)～第3期研修

32． 3． 2（月） ： 、修了、

31． 4．
？ ■

4．

■ ■

4(木） 入所
9(火)～裁判事務修習

9． 2(月)～第1期研修
32.. 4

7

0

■

1(水)～第2期研修
下旬～実務修習
9．下旬～第3期研修

33． 3． 1(月） 修了

2年

2年

59

68

第二部入所試験合
格者で》最高裁が
指名したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

62 第 15 期

30． 4． 5(木） 入所
4.11(水)～実務修習（予修期）
5． 7(月)～前期合同研修
7.23(月)～実務修習

31． 9． 2(月)～後期合同研修
32． 3． 2（月） ．修了 ．

2年 39

平成30年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの

63 第 16 期

31． 4 4(木） 入所
4.10(水)～実務修習（予修期）
5． 7(火)～前期合同研修
7.22(月)～実務修習

32． 9．上旬～後期合同研修
33 3， 1(月） 修了

2年 45
心 ■

平成31年度採用の

家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの



(31.4.1鍵研）

平成31年度研修実施計画一覧表(平成30年度との比較表）

＊研修名の頭に付した妃号は,◎は中央研修,Oは高裁委嘱,⑥は自庁研修を表す。

（

平成3ﾕ年度

舌目 研（ 慢名等 宝塗睦廿且 期間 人員

平成30年度
｡

実施時期 期間 人員
備考

1 ＠首席書記官研究会 31.9.18(水)～9.19(木） 2 約30 30.6.26(火)～6.27(水） 2 29

2
◎首席家庭蕊判所闘
査官研究会

回
回

訓
・
２

第
第

31.9.5(木)～9.6(金）

31.11.1:火)～11.20(水）

２
２

8
ー－－－a

50

30.9.6(木)～9.7(金）
一一○一一■一一四0口－－0－－－0や－－－－－

30.11.”(火)～11.21（水）． 2

7
0甲b e一．寺 ■ー③■

･50

3 、事務局長研究会 32.2.20(木)～2.21(金） 2 約20 31.2.21体)～2.22(金） 2 23

4 ◎管理者研究会(組織運営)(※）
●

31.5.21(火)～5.23(木） 3 約60 30.5.22(火)～5,24(木） 3 70
平成30年度は司研と一部合
同で実施

5
次◎
会
席家庭栽判所鯛査官等研究

31.9.25(水)～9.27(金） 2.5 未定 30.9.26(水)～9.28(金） 2.5 18

6 ◎管理者研究会 3“､15(月)～4.19(金） 5 約1” 30.4.16(月)～4.20(金） 5 92

7 ◎研修計画憾壁会 32.1.9(木)～1.10（金） 1.5 25 31.1.10(木)～1.11(金） 1.5 25

◎ 率
聴
．

回
一
回

１
－
２

第
一
第

第3回

30.10.16(火)～10.19(金）
一一一一一一一一 一 ■

30.11.13(火)～11.16(金）

31.2.5(火)～2β（金）
ロ

●

４
４
酢
４

１
－
９
－
３

７
６
－
７

平成31年度は中間管理者研
修.I及びⅡとして実麓。

C ■

◎中間管理者(事務局)研修 30.12.11(火)～12.14(金） 4 63
平成31年度は中間管理者研
修】及びⅡとして実施

◎課長補佐研究会 30.12.18(火)～12.19(水） 2 21
平成31年度は中間管理者研
像I及びⅡとして実施

8 ◎中間管理者研修I
●

回
回
一
回

１
２
３

第
第
第

31.10.15(火)～10.18(金）
旬一寺一一一一p勺･一■● F･マーヤ p e ■ ｳ■‐旬｡■■ 0－－－｡ー●

32.1.14(火)～1.17(金）

32.2.4(火)～2.7(金）

4

卓
毎
一
■
－
４
４

約80

０
０
８
８
約
約

平成31年度新規叶画
平成30年度は実施なし

9 ◎中間管理者研修Ⅱ
回
一
回

１
－
２

第
一
第

31.10.29(火)～10.31（木） ．
－－e－－←一一七一一毎勺－－－－

31.12.10(火)～12.12(木）

’

３
－
３

０
０
６
６
約
約

平成31年度新規計画
平成30年度は実施なし

10 ◎主任家庭裁判所飼査官研修 31.6.25(火)～6.28(金） 3.5 未定 30.6.19(火)～6.22(金） 3.5 23

11 ◎研修指導研究会
回
一
回

１
－
２

第
一
第

31.6.5(水)～6.7(金）
一ラ ーー●一一屯－口■ I■ ｡｡●a~q■一■Ⅱ■･●Ⅱ■一一一

31.12.17(火)～12,19(木）

心
ら

■・

３
《
３

》
０
０
５
４
約
約

30,5.29(火)～5.31（木）

31.1,16(水)～1.18(金）

3，
一一一心＝●一■■6

3

一

蛎
一
鋤

一一

12 ◎実務指導研究会

民事

刑事

涼事
●圭一一一▲ 一一

少年

31.5.14(火)～5.15(水）
■■凸一一句｡ ◆｡q■■｡ 『申－ ● 宇内①－4‐■⑬一・・℃一一一､a

31.5.14(火)～5.15（水） ‘

31.5.16(木)～5:17(金）

31.5.16(木)～6.17(金）

●

一

２
２
２
－
２
－

●一

一

柵
如
一
調
溺

約
約
一
約
約

30.5.8(火)-5.9(水）

30.5.8(火)～5.9(水）
－－今一●→一■I■■■ －－の●

30.5,10(木)～5.11(金）
－－●幸一●一一一一一一一一七一=一一 p

30.5.10(木)～5.11(金）

》
０
－
－

２
－
２
－
２
－
２

蛇
・
廻
一
犯
一
銅

､13 ◎家事実務研究会(※） 31.11.6(水)～11.8（金）
●

3 約100 30.11.7(水)～11.9(金） 3 100
平成（
同で；

畔
難
度は司研と一部合

14 ◎少年実務研究会(※） 31.9.11(水)～9.13(金） 3 約100 30.9.12(水)～9.14(金） 3 99
平成30年度は司研と一部合
同で実鑪

15
◎民事実務研究会
(※）

回
一
回

１
》
２

第
一
第

31.6.12(水)～6.13（木）

32.1.23(木)～1.24(金）
各2

０
毒
０

５
函
５

約
一
約

毎
勺

30.5.30(水)～5.31（木）
hー‐ーテ■■■ 0－ b ー－一心ーー｡一p Ucq‐

31.1.24(木)～1.25(金）

各2

50

49

平成30年度は司研とF-部合
同で実適一 ロー一己一一争一一一● 一Q

16 ◎刑事実務研究会(※） 31.11.21(木)～11.22(金） ､2 約50 30.11.28(水)～11.29(木） 2 釦
年度は司研と一部合
■ －

17 ◎家事特別研究会(※)． 31.10.10(木)～10.11(金） 105 約50 30.10.11(木)～10.12(金） .1.5 50
率
錘
30年度は司研と合同で

18
裁判所嗣査官

回
回
回

１
２
３

第
第
第

31.10.29(火)～↓1.1（金）
ー勺－．ーー. U、因舎やむ~▲O a4■●c 4 ▲■ cq 心■｡Q●e●4●▲■凸ロゥー◆

31.12.4(水)～12.6（金）
－．－－｡

32.1.29【水)～1.31(金）

《
一

４
』
３
↑
３

－
一

約40

約40

約如

30.12.4(火)～12.7(金）
ロウンヰC ■－ロヴ ーーーウ挙一か｡－● ◇4 ◇●一CgC ■ ■ “■ロ ■

31.1.30(水)～2.1(金）

~==＜ここ二く

４
《
３

41

く
０４ 平成30年度は2回で実癒

◎家庭鎮判所剛壷官専門研修 30.10.22(月)～10.26(金） 5 49

19 ◎家庭裁判所闘査官応用研修 31.7.8(月)～7.12(金） 5 未定 30,7.9(月)～7.13(金） 5 45

20 ◎速記官中央研修 ． 31.7.3(水)～7.4(木） 1.5 約20 30.7,5(木)s･7.6(金） 1.5 20

◎総括執行官研究会 30.7.10(火)～7.12(木） 2．5 29
隔年で実愈
平成31年度は実施なし

21 ◎錬行官実務研究会 32.2.4(火)～2.6(木） 3 未定 31.2.5(火)～2.7（木）
●

3 20

22 ◎新任執行官研修 31.5.28(火)～5.31(金） 3.5 未定 30.6.12(火)～6.15(金） 3.5 11

23 ◎係長等(総務担当)研修 31.10.1(火)～10.3(木） 3 約50 30.6.5(火)～6.7(木） 3 51

24 ◎係長等(人事担当)研修 31.10.23(水)～10.25(金） 3 約70 30.6.19(火)～6.21(木） 3 69

”
ぬ
配 係長等(会計担当)研修 ,,11,12(火)～11.15(金） 4 約70 ).10.23(火)～10.26(金） 4 63



(※1を付したものについては,カリキュラムについて司研と合同実施を検討中

平成31年度

鑑号 研修名等 実施時期 期間 人員

平成30年度

実施時期 期間 人員
僧考

26 ◎研修事務担当者研修 31.6.18(火)～6.20(木） 3． 約40 30.9,19(水)～9.21(金） 3。
け

46

27 ◎絶合職採用職員初任研修 31.4.5(金)～4.9(火） 3 未定 30.4.6(金)～4.10(火） 3 釦

28 ◎傭報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 31.10.8(火)～10.9(水〉 1．5 約60 30.10.2(火)～10.3(水） 1．5 66

29 ◎備報処理研修
回
一
回

１
－
２

。
｛

第
里
第

31.5.21(火)～5.23（木）
－－ ■一一一一 ■

31.5.28(火)～5,30体）

３
３

約60

約60

30.5.15(火)～5.17(木）

30.5.22（火）～5.24(木）

３
－
３

鉛
一
節

30

観判亭務支扱ｼｽﾃ
ム(少年事件部分)導
入研修

掴
一
麺
一
麺
一
個

第
一
第
一
第
一
第

31.5.13(月)-5.14(火）
一一一一一一

31.6.6(木)～6.7(金）
●｡■●ーUd－Ⅱ■七■一一一一一一一一一一一F凸一F －－今･ 旬争

31.7.9(火)～7.10（水）

31.9.9(月)～9.10(火）

－

２
－
２

２
２

約即
今一

約60

約50

約50

31 採用拭験事務担当者研究会 31.5.29(水） 1 約30

32 @CA研修実務獄験

前期研修

実務研修

後期研修

31.6.26(水)～7.17(水）

31.7.19(金)～8.21(水）

31.8.23(金)～9.12(木）

一
宇
■
。

５
》
３
－
５

１
－
２
１

』

未定

ｊ
－
ｊ

金
一
金

訓
一
派

却
一
唖

銅
一
・
恥

郵
一
鋤
－．－__‐‐ ：_． ． ‐‐‐‐

30.8.20(月)～9.7(金）
● q

四
一
鋸
一
泊

59

33
庭
会
家
究
裁判所鬮査官等

実施機関が適宜決定 1 未定 実飽椴関が適宜決定 1 71

34 O新任中間管理者研修 実施椴関が適宜決定 5 未定

●

実施磯関力鍾宜決定 5 252

35 0番紀官プﾗｯｼｭアップ研修
7月から9月までの問で実施
随関が適宜決定

10.5 未定
7月から9月までの間で実施
欄閣が適宜決定

10.5 306

36 O家庭裁判所飼査官実務研究会 実施機関力麺宜決定 3 未定 実施擬関が適宜決定 3 238

37 O新任係長研修 実施擬関が適宜決定 3 未定
●

実鑪擬関が適宜決定 3 262

38 ○事務官専門研修 実飽槻関力麹宜決定’ 1.6～3 未定 実施擬関が適宜決定 1.5～3 1“

39 ○ジャンプアップ研修 実施擬関が適宜決定 3 未定 実施擬関が適宜決定 3 165

40 O事務官法律研修
修

F一一句－，－－

面接研修

実施機関が適宜決定
一一一一.■■■一一今 可一 三 ﾆ 万一一一■マーーT－－－－

実施観関が適宜決定 9～11

約250

実施磯関力鐘宜決定

実施機関力麹宜決定 ’ 9～11
255 寺土今▲←韓伊一一『 七 G 一一一一一一一一・､ -●･一一一●←

41 O新採用職員研修 実飽磯関が適宜決定 5 未定

｡ ●

実施擬関が適宜決定 5 400

42 ③ステップアッブ研修
2月から3月までの間で実施磯
関が適宜決定

3 未定
2月か

b

関力剰
の間で実施樋

3 196

43

●

eブオローアップセミナー

①2月及び3月中で実施磯関
が適宜決定
②実施蝋関の実傭に応じて
①に定める日に加え,実施擁
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施槻関
力錨宜決定
②実癒椴関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 433

“ ③フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 459

45 ③高裁プﾛｯｸ研修 実施機関が適宜決定 実施擬関が適宜決定

46 ②自序研悔 実施擦関が適宜決定
6

実施擬関が適宜決定

47 合同実務研究 31.9～32.3 7月 未定 30.9～31.3 7月
年

3

48 寄紀富実務研究 31.4～32.3 1年 2 30.4～31.3 1年 2

49

家庭裁判所鯛査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上
(指定研究)．

31.7～32.3

31.9～32．3 ．

8月

1年

未定

6

30.7～31‘3

29.4～31.3

8月

2年

2

6

50

家庭鎮判所嗣査官関係擬関特別

研究(家事及び少年関係機関に
ついての研究）

同 上

(心身の躍月l1についての研究）

同 上

(更生保膜についての研究）

31.7～32.3

32.2～3

31.5～7

8月

1月

2月

19

3

3

30.7～31.3

31,2～3

3065～7

8月

1月

2月

17

3

3

60 香記官養成鍵篤一部 第16期 31.4.4(木)～32.3.2(月） 1年 200

●

30.4.5(木>～31.3 .1(金） 1年 189 平成30年度欄は第15期生

61 香紀官葵成媒程第二部

第15期
(2年生）

第16期
(1年生）

30.4.5(木)～32.3.2(月）

31.4.4(木)～33.3.1(月）
●
■

2年

2年

59

68

29.4.6(木)～31.3.1(金）

30.4.5(木)～32.3.2(月）

2年

2年

61

59

平成30年度欄は第ﾕ4期生

■

平成30年度欄は第15期生

62 家鏡鯛査官養成螺程第15期 30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 89 29.4.6(木)～31.3.1(金） 2年 41 平成30年度欄は第14期生

63 家餓瞬査官養成畷程第16期 31.4.4(木)～33.3.1(月） 2年 45 30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 39 平成30年度棚は第15期生
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